
- -1

法務省民二第５３５号

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ５ 日

（令和８年２月２日一部改正、同日施行）

法 務 局 長 殿

地方法務局長 殿

法務省民事局長

（ 公 印 省 略 ）

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ

いて（相続人申告登記関係 （通達））

民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号。以下「改正法」とい

う ）の施行に伴う不動産登記事務の取扱い（相続人申告登記関係。令和６年。

４月１日施行）については、下記の点に留意するよう、貴管下登記官に周知方

お取り計らい願います。

なお、本通達中 「法」とあるのは改正法による改正後の不動産登記法（平、

成１６年法律第１２３号）を 「令」とあるのは不動産登記令（平成１６年政、

令第３７９号）を 「規則」とあるのは不動産登記規則等の一部を改正する省、

令（令和６年法務省令第７号。以下「改正省令」という ）による改正後の不。

動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号）を 「準則」とあるのは不動産、

登記事務取扱手続準則（平成１７年２月２５日付け法務省民二第４５６号当職

通達）をいいます。

記

第１部 本通達の趣旨

本通達は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者

不明土地の発生を予防するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利

の承継の一層の円滑化を図るための民事基本法制の見直しを内容とする改正

法の施行に伴い、不動産登記事務の取扱い（相続人申告登記関係）において
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留意すべき事項（民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務

の取扱いについて（相続登記等の申請義務化関係 （令和５年９月１２日付）

け法務省民二第９２７号当職通達）において示したものを除く ）を明らか。

にしたものである。

第２部 相続人申告登記に関する事務の取扱い

第１ 通則

１ 定義

(1) 「相続人申出」とは、法第７６条の３第１項の規定による申出をい

うとされた（規則第１５８条の２第１号 。）

(2) 「相続人申告登記」とは、法第７６条の３第３項の規定による登記

をいうとされた（規則第１５８条の２第２号 。）

(3) 「相続人申告事項」とは、法第７６条の３第３項の規定により所有

権の登記に付記する事項をいうとされた（規則第１５８条の２第３

号 。）

(4) 「相続人申告名義人」とは、相続人申告登記によって付記された者

をいうとされた（規則第１５８条の２第４号 。）

(5) 「相続人申告事項の変更の登記」とは、相続人申告事項に変更があ

った場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいうとされた（規

則第１５８条の２第５号 。）

(6) 「相続人申告事項の更正の登記」とは、相続人申告事項に錯誤又は

遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいうとさ

れた（規則第１５８条の２第６号 。）

(7) 「相続人申告登記の抹消」とは、相続人申告登記を抹消することを

いうとされた（規則第１５８条の２第７号 。）

(8) 「相続人申出等」とは、相続人申出、相続人申告事項の変更若しく

は更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいうとされた（規

則第１５８条の２第８号 。）

(9) 「相続人申告登記等」とは、相続人申告登記、相続人申告事項の変

更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消

をいうとされた（規則第１５８条の２第９号 。）

(10) 「相続人電子申出」とは、規則第１５８条の４第１号に掲げる方

法による相続人申出等をいうとされた（規則第１５８条の２第１０
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号 。）

(11) 「相続人書面申出」とは、規則第１５８条の４第２号に掲げる方

法による相続人申出等をいうとされた（規則第１５８条の２第１１

号 。）

(12) 「相続人申出等情報」とは、規則第１５８条の３第１項各号、第

１５８条の１９第１項各号又は第１５８条の２４第２項各号に掲げ

る事項に係る情報をいうとされた（規則第１５８条の２第１２号 。）

(13) 「相続人申出書」とは、相続人申出等情報を記載した書面をいう

とされた（規則第１５８条の２第１３号 。）

(14) 「相続人申出等添付情報」とは、相続人申出等をする場合におい

て、規則第３章第３節第２款の２の規定によりその相続人申出等情

報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報

をいうとされた（規則第１５８条の２第１４号 。）

(15) 「相続人申出等添付書面」とは、相続人申出等添付情報を記載し

た書面をいうとされた（規則第１５８条の２第１５号 。）

２ 相続人申出等情報

(1) 相続人申出等において明らかにすべき事項

ア 相続人申出等は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければなら

ないとされた（規則第１５８条の３第１項 。）

(ｱ) 申出人の氏名及び住所

(ｲ) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称

及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

(ｳ) 申出の目的

(ｴ) 申出に係る不動産の不動産所在事項

イ 相続人申出等情報の内容とする前記ア(ｳ)の申出の目的は、次の

振り合いによるものとする。

(ｱ) 相続人申出の場合

「相続人申告」

(ｲ) 相続人申告事項（氏名）の変更の申出の場合

「何番付記何号名義人氏名変更」

(ｳ) 相続人申告事項（住所）の変更の申出の場合

「何番付記何号名義人住所変更」
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(ｴ) 相続人申告事項（氏名）の更正の申出の場合

「何番付記何号名義人氏名更正」

(ｵ) 相続人申告事項（住所）の更正の申出の場合

「何番付記何号名義人住所更正」

(ｶ) 相続人申告事項（氏名又は住所以外）の更正の申出の場合

「何番付記何号相続人申告事項更正」

(ｷ) 相続人が単独でした相続人申出に係る相続人申告登記について

の抹消の申出

「何番付記何号名義人抹消」

(ｸ) 相続人が複数人でした相続人申出に係る相続人申告登記の一部

についての抹消の申出の場合

「何番付記何号名義人一部抹消」

(2) 不動産番号の取扱い

前記(1)ア(ｴ)にかかわらず、不動産番号を相続人申出等情報の内容

としたときは、同(ｴ)に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とする

ことを要しないとされた（規則第１５８条の３第２項 。）

(3) 相続人申出等情報の内容とするものとする事項

相続人申出等においては、前記(1)ア(ｱ)から(ｴ)までに掲げる事項

のほか、次に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするものとする

とされた（規則第１５８条の３第３項 。）

ア 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先

イ 相続人申出等添付情報の表示

ウ 申出の年月日

エ 登記所の表示

３ 相続人申出等の方法

相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情

報を登記所に提供してしなければならないとされた（規則第１５８条の

４ 。）

ア 電子情報処理組織を使用する方法

イ 相続人申出書を提出する方法

４ 相続人申出等情報の作成及び提供

ア 相続人申出等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産
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。 、及び申出人ごとに作成して提供しなければならないとされた ただし

、 （ ）。次に掲げるときは この限りでないとされた 規則第１５８条の５

(ｱ) 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産につい

て、後記第２の１(1)ア(ｱ)から(ｳ)までに掲げる事項（相続人申出

） 。において明らかにすべき事項 が同一である相続人申出をするとき

(ｲ) 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産につい

て、同一の相続人申告名義人の氏名又は住所についての変更又は更

正の申出をするとき。

(ｳ) 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、抹消

の理由並びに抹消すべき後記第２の３(1)ア(ｴ)及び(ｵ)に掲げる事

項（所有権の登記名義人及び中間相続人について相続が開始した年

月日等）が同一である相続人申告登記の抹消の申出をするとき。

イ 前記ア(ｱ)の「後記第２の１(1)ア(ｱ)から(ｳ)までに掲げる事項が同

一である相続人申出」とは、例えば、所有権の登記名義人についての

相続により所有権を取得した当該登記名義人の配偶者及び子がする相

続人申出が該当する。

ウ 前記ア(ｳ)の「抹消の理由」とは、抹消の申出の対象とする相続人

申告登記において該当する後記第４の１(1)ア(ｱ)又は(ｲ)（相続人申

告登記の抹消の申出に係る要件）の内容を指すものである。

これにより、例えば、同一の登記所の管轄区域内にある複数の不動

産の所有権の登記名義人である者に係る一人の相続人申告名義人が、

相続放棄をしたことを理由として、各不動産の相続人申告登記の抹消

の申出を一括で行うことができる。また、同一人が同一の登記所の管

轄区域内にある複数の不動産についての相続人申出を一括で行った場

合において、申出の権限を有しない者による申出であることを理由と

して、当該申出に基づく各不動産の相続人申告登記の抹消の申出を一

括で行うこともできる。

５ 相続人申出等添付情報

代理人によって相続人申出等をするときは、当該代理人の権限を証す

る情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならな

いとされた（規則第１５８条の６ 。）

なお、後記７(2)のとおり、相続人電子申出において送信する代理人
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の権限を証する情報については、他の相続人申出等添付情報と異なり、

作成者の電子署名を要しない。

相続人書面申出における代理人の権限を証する情報については、作成

者の押印又は署名を要しない。

６ 相続人申出等添付情報の省略等

(1) 同一の登記所に対して同時に二以上の相続人申出等をする場合にお

、 、いて 各相続人申出等に共通する相続人申出等添付情報があるときは

当該相続人申出等添付情報は、一の相続人申出等の相続人申出等情報

と併せて提供することで足りるとされた（規則第１５８条の７におい

て準用する規則第３７条第１項 。）

(2) 前記(1)の場合においては、当該相続人申出等添付情報を当該一の

相続人申出等の相続人申出等情報と併せて提供した旨を他の相続人申

出等の相続人申出等情報の内容としなければならないとされた（規則

第１５８条の７において準用する規則第３７条第２項 。）

(3) 法人である代理人によって相続人申出等をする場合において、当該

代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提

供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代える

ことができるとされた（規則第１５８条の７において準用する規則第

３７条の２ 。）

７ 相続人電子申出の方法

(1) 相続人電子申出における相続人申出等情報及び相続人申出等添付情

報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならないとされ

た。ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人

申出等添付書面を提出することを妨げないとされた（規則第１５８条

の８第１項 。）

(2) 前記(1)本文により送信する相続人申出等添付情報（規則第１５８

条の６に規定する代理人の権限を証する情報（前記５の代理人の権限

を証する情報）を除く ）は、作成者による規則第４２条の電子署名。

が行われているものでなければならないとされた（規則第１５８条の

８第２項において準用する令第１２条第２項及び規則第１５８条の８

第３項において準用する規則第４２条 。）

なお、前記(1)本文により送信する相続人申出等情報については、
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電子署名を要しない。

(3) 前記(2)の電子署名が行われている相続人申出等添付情報を送信す

るときは、規則第４３条第２項の電子証明書を併せて送信しなければ

ならないとされた（規則第１５８条の８第２項において準用する令第

１４条及び規則第１５８条の８第３項において準用する規則第４３条

第２項 。）

８ 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい

ての特例等

(1) 前記７(1)ただし書（いわゆる別送方式）により相続人申出等添付

書面を提出するときは、相続人申出等添付書面を登記所に提出する旨

及び各相続人申出等添付情報につき書面を提出する方法によるか否か

の別をも相続人申出等情報の内容とするものとするとされた（規則第

１５８条の９第１項 。）

(2) 前記(1)の場合には、当該相続人申出等添付書面は、相続人申出等

の受付の日から二日以内に提出するものとするとされた（規則第１５

８条の９第２項 。）

(3) 前記(1)の場合には、申出人は、当該相続人申出等添付書面を提出

するに際し、規則別記第４号の２様式による用紙に次に掲げる事項を

記載したものを添付しなければならないとされた（規則第１５８条の

９第３項 。）

ア 受付番号その他の当該相続人申出等添付書面を相続人申出等添付

情報とする申出の特定に必要な事項

イ 前記７(1)ただし書（いわゆる別送方式）により提出する相続人

申出等添付書面の表示

９ 相続人書面申出の方法

(1) 相続人書面申出をするときは、相続人申出書に相続人申出等添付書

面を添付して提出しなければならないとされた（規則第１５８条の１

０第１項 。）

なお、相続人申出書に押印することを要しない。

(2) 相続人申出書に記載する文字は、字画を明確にしなければならない

とされた（規則第１５８条の１０第２項において準用する規則第４５

条第１項 。）
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(3) 相続人申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その

旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした

文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければな

らないとされた。この場合において、訂正又は削除をした文字は、な

お読むことができるようにしておかなければならないとされた（規則

第１５８条の１０第３項 。）

(4) 申出人又はその代理人は、相続人申出書が二枚以上であるときは、

各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措

（ ）。置を講じなければならないとされた 規則第１５８条の１０第４項

１０ 相続人申出書等の送付方法

(1) 相続人申出等をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添

付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の

役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行う

ものによるものとするとされた（規則第１５８条の１１第１項 。）

(2) 前記(1)の場合には、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を入

れた封筒の表面に相続人申出書又は相続人申出等添付書面が在中する

旨を明記するものとするとされた（規則第１５８条の１１第２項 。）

１１ 受領証の交付の請求

(1) 相続人書面申出をした申出人は、申出に係る登記が完了するまでの

間、相続人申出書及びその相続人申出等添付書面の受領証の交付を請

求することができるとされた（規則第１５８条の１２において準用す

る規則第５４条第１項 。）

(2) 前記(1)により受領証の交付を請求する申出人は、相続人申出書の

内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならないとされ

た。ただし、当該書面の申出人の記載については、申出人が二人以上

あるときは、相続人申出書の筆頭に記載した者の氏名及びその他の申

出人の人数を記載すれば足りるとされた（規則第１５８条の１２にお

いて準用する規則第５４条第２項 。）

(3) 登記官は、前記(1)による請求があった場合には、前記(2)により提

出された書面に相続人申出等の受付の年月日及び受付番号並びに職氏

名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付

しなければならないとされた（規則第１５８条の１２において準用す
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る規則第５４条第３項 。）

１２ 相続人申出等添付書面の原本の還付請求

(1) 相続人申出等添付書面を提出した申出人は、相続人申出等添付書面

の原本の還付を請求することができるとされた。ただし、当該申出の

ためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでな

いとされた（規則第１５８条の１３において準用する規則第５５条第

１項 。）

(2) 前記(1)本文により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違な

い旨を記載した謄本を提出しなければならないとされた（規則第１５

８条の１３において準用する規則第５５条第２項 。）

、 、 、(3) 登記官は 前記(1)本文による請求があった場合には 調査完了後

当該請求に係る書面の原本を還付しなければならないとされた。この

場合には、前記(2)の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、こ

れらの内容が同一であることを確認した上、前記(2)の謄本に原本還

付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならないとされた

（規則第１５８条の１３において準用する規則第５５条第３項 。）

なお、当該原本還付の旨の記載は、準則第３０条の例によるものと

する。

(4) 前記(3)により登記官印を押印した前記(2)の謄本は、登記完了後、

申請書類つづり込み帳につづり込むものとするとされた（規則第１５

８条の１３において準用する規則第５５条第４項 。）

(5) 前記(3)にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な

相続人申出等のために用いられた疑いがある書面については、これを

還付することができないとされた（規則第１５８条の１３において準

用する規則第５５条第５項 。）

(6) 前記(3)による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付す

。 、 、る方法によることができるとされた この場合においては 申出人は

送付先の住所をも申し出なければならないとされた（規則第１５８条

の１３において準用する規則第５５条第６項 。）

(7) 前記(6)の場合における書面の送付は、前記(6)の住所に宛てて、書

留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配

達の記録を行うものによってするものとするとされた（規則第１５８
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条の１３において準用する規則第５５条第７項 。）

(8) 前記(7)の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関す

る料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が

指定するものを提出する方法により納付しなければならないとされた

（規則第１５８条の１３において準用する規則第５５条第８項 。）

(9) 前記(8)の指定は、告示してしなければならないとされた（規則第

１５８条の１３において準用する規則第５５条第９項 。）

(10) 相続人申出における相続人申出等添付書面の原本の還付を請求す

る場合において 後記第２の１(2)ア(ｱ)から(ｳ)までに掲げる情報 相、 （

続人申出において提供しなければならない情報）に係る相続関係説明

図が提出されたときは、当該相続関係説明図を当該情報を記載した書

面の謄本として取り扱って差し支えない。

１３ 相続人申出等の受付等

(1) 登記官は、前記３（相続人申出等の方法）により相続人申出等情報

が登記所に提供されたときは、当該相続人申出等情報に係る相続人申

出等の受付をしなければならないとされた（規則第１５８条の１４第

１項 。）

(2) 前記(1)による受付は、受付帳に申出の目的、申出の受付の年月日

及び受付番号並びに不動産所在事項を記録する方法によりしなければ

ならないとされた（規則第１５８条の１４第２項 。）

なお、当該受付帳は、規則第１８条の２第１項の登記の申請につい

て調製する受付帳を指す。

(3) 登記官は、相続人申出等の受付をしたときは、当該相続人申出等に

受付番号を付さなければならないとされた（規則第１５８条の１４第

３項 。）

(4) 登記官は、相続人書面申出の受付にあっては、前記(2)により受付

をする際、相続人申出書に申出の受付の年月日及び受付番号を記載し

なければならないとされた（規則第１５８条の１４第４項 。）

(5) 前記(1)、(2)及び(4)は、後記第３の４(2)の許可があった場合（相

続人申告事項の更正をすべき場合）又は後記第４の３(4)により相続

人申告登記の抹消（申出によらない相続人申告登記の抹消）をしよう

とする場合について準用することとされた（規則第１５８条の１４第
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５項 。）

(6) 前記(1)から(5)までのほか、相続人申出等の受付及び相続人申出書

等の処理に関する取扱いについては、準則第３１条及び第３２条の例

によるものとする。

１４ 調査

登記官は、相続人申出等情報が提供されたときは、遅滞なく、相続

人申出等に関する全ての事項を調査しなければならないとされた（規

則第１５８条の１５において準用する規則第５７条 。）

１５ 相続人申出等の却下

(1) 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、相続人申出

等を却下しなければならないとされた。ただし、当該相続人申出等の

不備が補正することができるものである場合において、登記官が定め

た相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない

とされた（規則第１５８条の１６第１項 。）

ア 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属

しないとき。

イ 一個の不動産の一部についての申出を目的とするとき。

ウ 申出に係る登記（相続人申告登記のうち規則第１５８条の１９第

１項第１号に規定する中間相続人に係るものを除く ）が既に登記。

されているとき。

エ 申出の権限を有しない者の申出によるとき。

オ 相続人申出等情報又はその提供の方法が規則により定められた方

式に適合しないとき。

カ 相続人申出等情報の内容である不動産が登記記録と合致しないと

き。

キ 相続人申出等情報の内容が相続人申出等添付情報の内容と合致し

ないとき。

ク 相続人申出等添付情報が提供されないとき。

、 、 、(2) 登記官は 前記(1)ただし書の期間を定めたときは 当該期間内は

当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該相続人申出等を却下する

ことができないとされた（規則第１５８条の１６第２項 。）

(3) 登記官は、相続人申出等を却下するときは、決定書を作成して、こ
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れを申出人ごとに交付するものとするとされた。ただし、代理人によ

って相続人申出等がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りると

された（規則第１５８条の１６第３項において準用する規則第３８条

第１項 。）

(4) 前記(3)の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることがで

きるとされた（規則第１５８条の１６第３項において準用する規則第

３８条第２項 。）

(5) 登記官は、相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続

人申出等を却下したときは、相続人申出等添付書面を還付するものと

するとされた。ただし、偽造された書面その他の不正な相続人申出等

のために用いられた疑いがある書面については、この限りでないとさ

れた（規則第１５８条の１６第３項において読み替えて準用する規則

第３８条第３項 。）

(6) 前記(1)から(5)までのほか、相続人申出等の却下に関する取扱いに

ついては、準則第２８条の例によるものとする。

１６ 相続人申出等の補正期限の連絡等

相続人申出等の補正期限の連絡等に関する取扱いについては、準則

第３６条の例によるものとする。

１７ 相続人申出等の取下げ

(1) 相続人申出等の取下げは、次のア及びイに掲げる相続人申出等の区

分に応じ、当該ア及びイに定める方法によってしなければならないと

された（規則第１５８条の１７第１項において準用する規則第３９条

第１項 。）

ア 相続人電子申出 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組

織を使用して相続人申出等を取り下げる旨の情報を登記所に提供す

る方法

イ 相続人書面申出 相続人申出等を取り下げる旨の情報を記載した

書面を登記所に提出する方法

(2) 相続人申出等の取下げは、登記完了後は、することができないとさ

れた（規則第１５８条の１７第１項において準用する規則第３９条第

２項 。）

(3) 登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場
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合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又

は相続人申出等添付書面を還付するものとするとされた（規則第１５

８条の１７第２項前段 。ただし、偽造された書面その他の不正な相）

続人申出等のために用いられた疑いがある書面については、この限り

でないとされた（規則第１５８条の１７第２項後段において準用する

規則第３８条第３項ただし書 。）

(4) 前記(1)から(3)までのほか、相続人申出等の取下げに関する取扱い

については、準則第２９条の例によるものとする。

１８ 登記の方法等

(1) 相続人申出に関する登記は、付記登記によってするものとするとさ

れた（規則第３条第３号 。）

、 、(2) 登記官は 同一の不動産に関し相続人申出等が二以上あったときは

これらに係る相続人申告登記等を受付番号の順序に従ってするものと

する。同一の不動産に関し権利に関する登記の申請及び相続人申出等

があったときも同様とする。

１９ 相続人申告登記等の完了通知

(1) 登記官は、相続人申告登記等を完了したときは、申出人に対し、職

権による登記が完了した旨を通知しなければならないとされた。この

場合において、申出人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば

足りるとされた（規則第１５８条の１８第１項 。）

(2) 前記(1)の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにして

しなければならないとされた（規則第１５８条の１８第２項 。）

ア 申出の受付の年月日及び受付番号

イ 不動産所在事項

ウ 登記の目的

(3) 前記(1)の通知は、次のア及びイに掲げる相続人申出等の区分に応

じ、当該ア及びイに定める方法によるとされた（規則第１５８条の１

８第３項 。）

ア 相続人電子申出 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知事項（職

権による登記が完了した旨及び前記(2)アからウまでに掲げる事項

をいう。以下同じ ）を電子情報処理組織を使用して送信し、これ。
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を申出人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録する方法

イ 相続人書面申出 通知事項を記載した書面を交付する方法

なお、前記(1)の通知は、別記様式又はこれに準ずる様式により行

うものとする。

(4) 送付の方法により通知事項を記載した書面の交付を求める場合に

は、申出人は、その旨及び送付先の住所を相続人申出等情報の内容と

しなければならないとされた（規則第１５８条の１８第４項 。）

(5) 送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合における

書面の送付は、前記(4)の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務

であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによ

ってするものとするとされた（規則第１５８条の１８第５項において

準用する規則第５５条第７項 。）

(6) 前記(5)の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関す

る料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が

指定するものを提出する方法により納付しなければならないとされた

（規則第１５８条の１８第５項において準用する規則第５５条第８

項 。）

(7) 前記(6)の指定は、告示してしなければならないとされた（規則第

１５８条の１８第５項において準用する規則第５５条第９項 。）

(8) 登記官は、次に掲げる場合には、前記(1)にかかわらず、申出人に

対し、職権による登記が完了した旨の通知をすることを要しないとさ

れた（規則第１５８条の１８第６項 。）

ア 前記(3)アの方法により通知する場合において、通知を受けるべ

き者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通

知事項が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可

能になった時から３０日を経過しても、自己の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルに当該通知事項を記録しないとき。

イ 前記(3)イの方法により通知する場合において、通知を受けるべ

き者が、登記完了の時から三月を経過しても、通知事項を記載した

書面を受領しないとき。

なお、前記イの場合には、通知事項を記載した書面は適宜廃棄して
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差し支えない。送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する

場合において、当該書面が返戻されたときも、同様とする。

２０ 相続人申出等情報等の保存

相続人申出等情報及びその相続人申出等添付情報その他の相続人申

出等に関する登記簿の附属書類については、権利に関する登記の申請

情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類と同様に保存するも

のとする。

なお、申請書類つづり込み帳には、権利に関する登記の申請と相続

人申出等とを区別せず、受付番号の順序に従ってこれらの書類をつづ

り込むものとする。

２１ 登記事項証明書に付記する事項

相続人申告事項を記載した登記事項証明書には 「 登記の目的」、「

欄に 相続人申告 と記載されている登記は 所有権の登記名義人 所「 」 、 （

有者）の相続人からの申出に基づき、登記官が職権で、申出があった

相続人の住所・氏名等を付記したものであり、権利関係を公示するも

のではない 」と記載するものとする。。

第２ 相続人申告登記

１ 相続人申出において明らかにすべき事項等

(1) 相続人申出において明らかにすべき事項

ア 相続人申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなけ

ればならないとされた（規則第１５８条の１９第１項 。）

(ｱ) 所有権の登記名義人（申出人が所有権の登記名義人の相続人の

地位を相続により承継した者であるときは 当該相続人 以下 中、 （ 「

間相続人」という ）の相続人である旨。）

(ｲ) 所有権の登記名義人（申出人が所有権の登記名義人の相続人の

地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人）につい

て相続が開始した年月日

(ｳ) 中間相続人があるときは、次に掲げる事項（当該事項が既に所

有権の登記に付記されているときを除く ）。

ａ 中間相続人の氏名及び最後の住所

ｂ 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨

ｃ 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日
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イ 前記ア(ｳ)ａの中間相続人の最後の住所として中間相続人の最後

の本籍を相続人申出等情報の内容としたときは、当該本籍を中間相

続人の最後の住所とみなして差し支えないものとする。

(2) 相続人申出において提供しなければならない情報

ア 相続人申出においては、次に掲げる情報をもその相続人申出等情

報と併せて登記所に提供しなければならないとされた（規則第１５

８条の１９第２項 。）

(ｱ) 申出人が所有権の登記名義人（申出人が所有権の登記名義人の

、 ）相続人の地位を相続により承継した者であるときは 中間相続人

の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作

（ 、成した情報 公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては

これに代わるべき情報）

(ｲ) 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成し

た情報（公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、こ

れに代わるべき情報）

(ｳ) 前記(1)ア(ｳ)ａからｃまでに掲げる事項を相続人申出等情報の

内容とするときは、次に掲げる情報

ａ 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証す

る市町村長その他の公務員が職務上作成した情報（公務員が職

務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情

報）

ｂ 中間相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が

職務上作成した情報（公務員が職務上作成した情報がない場合

にあっては、これに代わるべき情報）

イ 前記ア(ｱ)又は(ｳ)ａに掲げる情報の一部として戸籍の謄本若しく

は抄本若しくは戸籍に記載した事項に関する証明書又は除かれた戸

籍の謄本若しくは抄本若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関す

る証明書（以下「戸籍謄本等」という ）が提供された場合であっ。

て、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が当該

戸籍謄本等に記載された本籍と異なる場合で被相続人の住民票の写

し又は戸籍の附票を提出することができないときは 「所有権の登、

記名義人と戸籍謄本等に記載された被相続人とは同一である」旨の
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印鑑証明書付きの申出人の上申書をもって同一性を認めて差し支え

ないものとする。前記(1)ア(ｳ)ａからｃまでに掲げる事項が既に所

有権の登記に付記されている場合に前記ア(ｱ)に掲げる情報の一部

として戸籍謄本等が提供された場合においても同様とするものとす

る。

(3) 申出人が第三次相続人である場合等の取扱い

所有権の登記名義人の相続人（以下この(3)、別紙１及び別紙３に

おいて「第一次相続人」という ）が当該登記名義人についての相続。

により所有権を取得し、当該相続により第一次相続人が取得した所有

権を第一次相続人についての相続により第二次相続人（当該相続によ

り当該所有権を取得した者をいう。以下この(3)、別紙１及び別紙３

において同じ ）が取得し、当該相続により第二次相続人が取得した。

所有権を第二次相続人についての相続により申出人が取得した場合に

おける相続人申出においては、第一次相続人及び第二次相続人のいず

れも前記(1)及び(2)の中間相続人に該当することとなり、この場合の

相続人申告事項に係る相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報

は、それぞれ次のア及びイのとおりとなる。

ア 相続人申出等情報

(ｱ) 申出人の氏名及び住所（前記第１の２(1)ア(ｱ)）

(ｲ) 申出人が第二次相続人の相続人である旨

(ｳ) 第二次相続人について相続が開始した年月日

(ｴ) 第二次相続人の氏名及び最後の住所

(ｵ) 第二次相続人が第一次相続人の相続人である旨

(ｶ) 第一次相続人について相続が開始した年月日

(ｷ) 第一次相続人の氏名及び最後の住所

(ｸ) 第一次相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨

(ｹ) 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日

イ 相続人申出等添付情報

(ｱ) 申出人が第二次相続人の相続人であることを証する市町村長そ

の他の公務員が職務上作成した情報（公務員が職務上作成した情

報がない場合にあっては、これに代わるべき情報）

(ｲ) 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成し
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た情報（公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、こ

れに代わるべき情報）

(ｳ) 第二次相続人が第一次相続人の相続人であることを証する市町

村長その他の公務員が職務上作成した情報（公務員が職務上作成

した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報）

(ｴ) 第二次相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が

職務上作成した情報（公務員が職務上作成した情報がない場合に

あっては、これに代わるべき情報）

(ｵ) 第一次相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証す

る市町村長その他の公務員が職務上作成した情報（公務員が職務

上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報）

(ｶ) 第一次相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が

職務上作成した情報（公務員が職務上作成した情報がない場合に

あっては、これに代わるべき情報）

なお、申出人が第二次相続人についての相続により所有権を取得し

た者（別紙１及び別紙３において「第三次相続人」という ）の相続。

人であるときも、同様となる。

２ 相続人申出における相続人申出等添付情報の省略

(1) 法定相続情報一覧図の写し等の提供による添付省略

ア 相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又

は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し

（規則第２４７条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写

しをいう。以下同じ ）若しくは法定相続情報番号（１１桁の番号。

であって、当該法定相続情報一覧図を識別するために登記官が付し

たものをいう。以下同じ ）又は戸籍電子証明書提供用識別符号若。

しくは除籍電子証明書提供用識別符号を提供したときは、当該法定

相続情報一覧図の写し若しくは当該法定相続情報番号又は戸籍電子

証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符号の提

供をもって、前記１(2)ア(ｱ)又は(ｳ)ａに掲げる情報（申出人が所

有権の登記名義人等の相続人であることを証する情報又は中間相続

人が所有権の登記名義人の相続人であることを証する情報）の提供

に代えることができるとされた。ただし、法定相続情報番号又は戸
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籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識別符

号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報（規則第２４

７条第１項に規定する法定相続情報をいう。以下同じ ）又は戸籍。

若しくは除かれた戸籍に記録された事項を内容とする情報を確認す

ることができるときに限るとされた（規則第１５８条の２０第１

項 。）

イ 相続人申出をする場合において、申出人が申出人の住所又は中間

相続人の最後の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し若しく

は法定相続情報番号（法定相続情報一覧図に申出人の住所又は中間

相続人の最後の住所が記載されている場合に限る。以下同じ ）又。

は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子証明書提供用識

別符号（戸籍電子証明書又は除籍電子証明書に申出人の住所又は中

間相続人の最後の住所が記載されている場合に限る。以下同じ ）。

を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し若しくは当該法

定相続情報番号又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電

子証明書提供用識別符号の提供をもって、前記１(2)ア(ｲ)又は(ｳ)

ｂに掲げる情報（申出人の住所証明情報又は中間相続人の最後の住

所証明情報）の提供に代えることができるとされた。ただし、法定

相続情報番号又は戸籍電子証明書提供用識別符号若しくは除籍電子

証明書提供用識別符号を提供する場合にあっては、登記官が法定相

続情報又は戸籍若しくは除かれた戸籍に記録された事項を内容とす

る情報を確認することができるときに限るとされた（規則第１５８

条の２０第２項 。）

(2) 出生の年月日等の提供による添付省略

ア 相続人申出をする場合において、申出人が申出人又は中間相続人

についての次に掲げる情報（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号）第３０条の９の規定により機構保存本人確認情報の提供を受

けて登記官が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所を確認する

ことができることとなるものに限る ）を提供したときは、当該情。

報の提供をもって、前記１(2)ア(ｲ)又は(ｳ)ｂに掲げる情報（申出

人の住所証明情報又は中間相続人の最後の住所証明情報）の提供に

代えることができるとされた（規則第１５８条の２１ 。）
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(ｱ) 出生の年月日

(ｲ) 氏名の振り仮名（日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の

表音をローマ字で表示したもの）

イ 前記ア(ｱ)及び(ｲ)に掲げる情報は、いずれも住民票に記載又は記

録されたものを意味し、当該情報並びに相続人申出等情報の内容で

ある申出人の氏名及び住所又は中間相続人の氏名及び最後の住所に

より、機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所

又は中間相続人の最後の住所を確認することができる場合には、前

記アによる添付省略が認められる。

なお、日本の国籍を有しない者であって、氏名の表音をローマ字

で表示したものが住民票に記載又は記録されていない者について

は、日本の国籍を有する者とみなして前記ア(ｲ)を適用するものと

する。

(3) 電子証明書の提供による添付省略

相続人申出をする場合において、申出人が相続人電子申出における

相続人申出等情報又は委任による代理人の権限を証する情報に規則第

４２条の電子署名を行い、当該申出人の規則第４３条第１項第１号に

、 、掲げる電子証明書を提供したときは 当該電子証明書の提供をもって

前記１(2)ア(ｲ)に掲げる情報（申出人の住所証明情報）の提供に代え

ることができるとされた（規則第１５８条の２２ 。）

(4) 法定相続人情報の作成番号の提供による添付省略

ア 相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又

は中間相続人に係る法定相続人情報（所有者不明土地の利用の円滑

化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省

令（平成３０年法務省令第２８号。以下「所有者不明土地法特例省

」 。） 。 。）令 という 第１条に規定する法定相続人情報をいう 以下同じ

の作成番号（法定相続人情報に当該申出人が所有権の登記名義人又

は中間相続人の相続人として記録されている場合に限る ）を提供。

したときは 当該作成番号の提供をもって 前記１(2)ア(ｱ)又は(ｳ)、 、

ａに掲げる情報（申出人が所有権の登記名義人等の相続人であるこ

とを証する情報又は中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であ

ることを証する情報）の提供に代えることができるとされた（改正
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省令による改正後の所有者不明土地法特例省令第８条第３項 。）

イ 相続人申出をする場合において、申出人が法定相続人情報の作成

番号（法定相続人情報に当該申出人の住所が記録されている場合に

限る ）を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、前記１。

(2)ア(ｲ)に掲げる情報（申出人の住所証明情報）の提供に代えるこ

とができるとされた（改正省令による改正後の所有者不明土地法特

例省令第８条第４項 。）

３ 相続人申告登記

(1) 相続人申告事項

ア 登記官は、相続人申出があったときは、職権で、その旨、申出人

の氏名及び住所並びに次に掲げる事項を所有権の登記に付記するこ

とができるとされた（法第７６条の３第３項及び規則第１５８条の

２３第１項 。）

(ｱ) 登記の目的

(ｲ) 申出の受付の年月日及び受付番号

(ｳ) 登記原因及びその日付

(ｴ) 所有権の登記名義人（申出人が所有権の登記名義人の相続人の

地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人）につい

て相続が開始した年月日

(ｵ) 中間相続人があるときは、次に掲げる事項（当該事項が既に所

有権の登記に付記されているときを除く ）。

ａ 中間相続人の氏名及び最後の住所

ｂ 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨

ｃ 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日

イ 前記ア(ｳ)の登記原因は「申出」とし、登記原因の日付は相続人

申出の受付の年月日とする。

(2) ２回以上の相続を付記するときの方法

登記官は、相続人申告登記によって２回以上の相続についての相続

人申告事項を所有権の登記に付記するときは、当該相続ごとにこれを

付記するものとするとされた（規則第１５８条の２３第２項 。）

(3) 相続人申告登記に関する登記の記録例

（ 、相続人申告登記に関する登記の記録 相続人申告事項の変更の登記
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相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消に関するもの

の記録を除く ）は、別紙１の振り合いによるものとする。。

第３ 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記

１ 相続人申告事項の変更又は更正の申出

(1) 相続人申告事項の変更又は更正の申出をすることができる場合

相続人申告事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があったときは、その

相続人申告事項に係る相続人申告名義人又はその相続人は、登記官に

対し、相続人申告事項の変更又は更正を申し出ることができるとされ

た（規則第１５８条の２４第１項 。）

(2) 相続人申告事項の変更又は更正の申出において明らかにすべき事項

ア 前記(1)による申出においては、次に掲げる事項をも明らかにし

てしなければならないとされた（規則第１５８条の２４第２項 。）

(ｱ) 登記原因及びその日付

(ｲ) 変更後又は更正後の相続人申告事項

イ 相続人申出等情報の内容とする前記ア(ｱ)の登記原因及びその日

付は、次の振り合いによるものとする。

(ｱ) 相続人申告事項（氏名）の変更の申出の場合

「年月日【氏名に変更が生じた年月日】氏名変更」

(ｲ) 相続人申告事項（住所）の変更の申出の場合

「年月日【住所に変更が生じた年月日】住所移転」

(ｳ) 相続人申告事項の更正の申出の場合

「錯誤」

(3) 相続人申告事項の変更又は更正の申出において提供しなければなら

ない情報

前記(1)による申出をする場合には、相続人申告事項について変更

又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員

が職務上作成した情報（公務員が職務上作成した情報がない場合にあ

っては、これに代わるべき情報）をもその相続人申出等情報と併せて

登記所に提供しなければならないとされた（規則第１５８条の２４第

３項 。）

２ 相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報

の省略
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ア 前記１(1)による申出（変更又は更正の申出）の申出人が相続人申

出等情報と併せて申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報

（住民基本台帳法第３０条の９の規定により機構保存本人確認情報の

提供を受けて登記官が申出人の住所について変更若しくは錯誤若しく

は遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しく

。）は遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る

を提供したときは、当該情報の提供をもって、申出人の住所について

変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の

住所について錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他

の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができるとされた

（規則第１５８条の２５ 。）

(ｱ) 出生の年月日

(ｲ) 氏名の振り仮名（日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表

音をローマ字で表示したもの）

イ 前記第２の２(2)イの取扱いは、前記アについても同様とする。

３ 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記

(1) 登記官は、前記１(1)による申出（変更又は更正の申出）があった

ときは、職権で、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の

更正の登記をすることができるとされた（規則第１５８条の２６第１

項 。）

(2) 登記官は、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正

、 、 、の登記をするときは 登記の目的 申出の受付の年月日及び受付番号

登記原因及びその日付、変更後又は更正後の相続人申告事項並びに変

更前又は更正前の相続人申告事項を抹消する記号を記録しなければな

らないとされた（規則第１５８条の２６第２項 。）

(3) 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記に関

する登記の記録は、別紙２の振り合いによるものとする。

４ 相続人申告事項の更正

(1) 相続人申告事項の更正の通知

ア 登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相

続人申告事項の更正の登記を完了した後に相続人申告事項に錯誤又

は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨をこれらの
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登記に係る相続人申出等をした者に通知しなければならないとされ

た。ただし、当該相続人申出等をした者が二人以上あるときは、そ

の一人に対し通知すれば足りるとされた（規則第１５８条の２７第

１項 。）

イ 前記アの通知は、準則別記第７１号様式に準ずる様式による通知

書によりするものとし、当該通知をした場合には、各種通知簿（準

則第１８条第６号）に準則第１１７条の例により所定の事項を記載

するものとする。また、当該通知書が返戻された場合の取扱いにつ

いては、準則第１２１条第１項の例によるものとする。

(2) 相続人申告事項の更正をすべき場合

登記官は、前記(1)アの場合において、相続人申告事項の錯誤又は

遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官

を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、相続人申告事項

。 、 、の更正をしなければならないとされた この場合において 登記官は

当該許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しな

ければならないとされた（規則第１５８条の２７第２項 。）

(3) 相続人申告事項の更正の完了の通知

ア 登記官が前記(2)の相続人申告事項の更正をしたときは、その旨

を前記(1)ア本文の相続人申出等をした者に通知しなければならな

いとされた（規則第１５８条の２７第３項前段 。ただし、当該相）

続人申出等をした者が二人以上あるときは、その一人に対し通知す

れば足りるとされた（規則第１５８条の２７第３項後段において準

用する同条第１項ただし書 。）

イ 前記アの通知は、準則別記第７２号様式に準ずる様式による通知

書によりするものとし、当該通知をした場合には、各種通知簿に準

則第１１７条の例により所定の事項を記載するものとする。また、

当該通知書が返戻された場合の取扱いについては、準則第１２１条

第１項の例によるものとする。

(4) その他相続人申告事項の更正に関する取扱い

前記(1)から(3)までのほか、相続人申告事項の更正に関する取扱い

については、準則第１０４条、第１０５条及び第１０６条並びに不動

産登記法附則第３条第１項の規定による指定を受けた事務に係る登記
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簿の改製作業等の取扱いについて（平成１７年４月１８日付け法務省

民二第１００９号当職通達）第２の例によるものとする。また、同通

達第２の１に基づく包括的な許可をもって、同通達第２の１の例によ

る前記(2)に係る包括的な許可とみなすものとする。

第４ 相続人申告登記の抹消

１ 相続人申告登記の抹消の申出

(1) 相続人申告登記の抹消の申出をすることができる場合

ア 相続人申告登記が次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかに該当するときは、

当該相続人申告登記によって付記された者は、その付記に係る相続

人申告登記の抹消の申出をすることができるとされた（規則第１５

８条の２８第１項 。）

(ｱ) 前記第１の１５(1)アからエまでに掲げる事由のいずれかがあ

ること。

(ｲ) 相続人申告名義人が相続の放棄をし、又は民法（明治２９年法

律第８９号）第８９１条の規定に該当し若しくは廃除によってそ

の相続権を失ったため法第７６条の２第１項に規定する者に該当

しなくなったこと。

イ 前記アの申出をすることができる者は、前記第１の１５(1)アか

らエまでに掲げる事由のいずれかに該当する相続人申出に係る相続

人申告登記によって付記された者又は前記ア(ｲ)の事由に該当する

相続人申告名義人のみであり、相続人申告名義人以外の者（相続人

申告名義人の相続人を含む ）において前記アの申出をすることは。

認められない。

(2) 相続人申告登記の抹消の申出において提供しなければならない情報

前記(1)アによる申出においては、当該相続人申告登記が前記(1)ア

(ｱ)又は(ｲ)に該当することを証する情報をもその相続人申出等情報と

併せて登記所に提供しなければならないとされた（規則第１５８条の

２８第２項 。）

２ 相続人申告登記の抹消

、 （ ）(1) 登記官は 前記１(1)アによる申出 相続人申告登記の抹消の申出

があったときは、職権で、相続人申告登記の抹消をすることができる

とされた（規則第１５８条の２９第１項 。）
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(2) 登記官は、相続人申告登記の抹消をするときは、抹消の登記をする

とともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならない

とされた（規則第１５８条の２９第２項 。）

(3) 相続人申告登記の抹消に関する記録は、別紙３の振り合いによるも

のとする。

３ 申出によらない相続人申告登記の抹消

(1) 登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相続

人申告事項の更正の登記を完了した後にこれらの登記が前記第１の１

５(1)アからウまでのいずれかに該当することを発見したときは、当

該登記に係る相続人申出等の申出人に対し、一月以内の期間を定め、

当該申出人がその期間内に書面で異議を述べないときは、当該登記を

抹消する旨を通知しなければならないとされた。ただし、通知を受け

るべき者の住所又は居所が知れないときは、この限りでないとされた

（規則第１５８条の３０第１項 。）

(2) 前記(1)本文の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならな

いとされた（規則第１５８条の３０第２項 。）

ア 抹消する登記に係る次に掲げる事項

(ｱ) 不動産所在事項及び不動産番号

(ｲ) 登記の目的

(ｳ) 申出の受付の年月日及び受付番号

(ｴ) 登記原因及びその日付

(ｵ) 申出人の氏名及び住所

イ 抹消する理由

(3) 登記官は、前記(1)の異議を述べた者がある場合において、当該異

議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し、当該異議に

理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し、かつ、当該異議を

述べた者に通知しなければならないとされた（規則第１５８条の３０

第３項 。）

(4) 登記官は、前記(1)の異議を述べた者がないとき、又は前記(3)によ

り当該異議を却下したときは、職権で、前記(1)の登記を抹消しなけ

ればならないとされた。この場合において、登記官は、登記記録に登

記の抹消をする事由を記録しなければならないとされた（規則第１５
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８条の３０第４項 。）

(5) 前記(1)から(4)までのほか、申出によらない相続人申告登記の抹消

に関する取扱いについては、準則第１０７条、第１０９条及び第１１

０条の例によるものとする。

第５ 経過措置

規則中相続人電子申出に関する規定は、規則附則第３条第１項の規定

による改製を終えていない登記簿（電子情報処理組織による取扱いに適

合しない登記簿を含む ）に係る申出については、適用しないとされた。

（改正省令附則第３条 。）

第６ その他

前記第１から第５までのほか、相続人申出等に関する事務の取扱いに

ついては、その性質上適当でないものを除き、権利に関する登記の申請

に関する事務の取扱いの例によるものとする。
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別紙１

相続人申告登記に関する登記
（相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消に関

するものを除く。）の記録例

１ 中間相続人がない相続人申出があった場合
(1) 単有の登記名義人の相続人が単独でした相続人申出の場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

(2) 共有者の一人の相続人が単独でした相続人申出の場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丙 某

(3) 単有の登記名義人の相続人が複数人でした相続人申出の場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者
何市何町何番地
乙 某
何市何町何番地
丙 某
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(4) 登記名義人の相続人による相続人申出後にした他の相続人による相続人申出の場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記２号 相続人申告 令和８年何月何日 原因 令和８年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丙 某

（注）１ 登記名義人（甲某）についての相続により相続人（乙某、丙某ほか）が所有権を取得した場合において、令和６年何月
何日の乙某による相続人申出に係る登記の後、令和８年何月何日に丙某による相続人申出があった場合の記録例である。

２ 順位２番付記２号の登記の後に、他の甲某の相続人による相続人申出があった場合の相続人申告事項は、順位２番付記
３号に記録する。

(5) 共有者の一人の相続人による相続人申出後にした他の共有者の相続人による相続人申出の場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丙 某

付記２号 相続人申告 令和８年何月何日 原因 令和８年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丁 某

（注） 共有者の一人（甲某）についての相続により相続人（丙某ほか）が所有権を取得し、他の共有者（乙某）についての相続に
より相続人（丁某ほか）が所有権を取得した場合において、令和６年何月何日の丙某による相続人申出に係る登記の後、令和
８年何月何日に丁某による相続人申出があった場合の記録例である。
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(6) 持分を順次取得した登記名義人の相続人による相続人申出の場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 平成何年何月何日 原因 平成何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分３分の１
Ａ
何市何町何番地
３分の１
Ｂ
何市何町何番地
３分の１
Ｃ

３ Ａ持分全部移転 平成何年何月何日 原因 平成何年何月何日売買
第何号 共有者 何市何町何番地

持分３分の１
甲 某

４ Ｂ持分全部移転 平成何年何月何日 原因 平成何年何月何日売買
第何号 共有者 何市何町何番地

持分３分の１
甲 某

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

（注） 乙某が甲某の相続人である旨の申出があった旨の記録は、登記名義人が持分を取得した最後の登記（順位４番）に付記する
ことで足り、それ以前の持分取得に係る登記（順位３番）に付記することを要しない。

(7) 氏名変更及び住所変更の記録のある登記名義人の相続人による相続人申出の場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 ２番登記名義人住所、氏名変更 平成何年何月何日 原因 平成何年何月何日氏名変更
第何号 平成何年何月何日住所移転

氏名住所 何市何町何番地
乙 某

付記２号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丙 某
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(8) 住所変更の申出をした相続人申告名義人の相続人による相続人申出があった場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 ２番付記１号名義人住所変更 令和８年何月何日 原因 令和７年何月何日住所移転
の付記１号 第何号 住所 何市何町何番地

付記１号 相続人申告 令和１０年何月何日 原因 令和１０年何月何日申出
の付記２号 第何号 相続開始年月日 令和何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丙 某

(9) 住所を同じくする同名異人による相続人申出があった場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者
何市何町何番地
乙 某
昭和何年何月何日生
何市何町何番地
乙 某
平成何年何月何日生



- 5 -

２ 中間相続人がある相続人申出があった場合
(1) 申出人が登記名義人の第二次相続人であり、相続人申出等情報の内容とすべき第一次相続人が一人の
場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
の付記１号 第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丙 某

（注）１ ①登記名義人（甲某）についての相続により第一次相続人（乙某ほか）が所有権を取得し、②当該相続により乙某が取
得した所有権を乙某についての相続により第二次相続人（丙某ほか）が取得した場合において、第二次相続人丙某による
相続人申出があった場合の記録例である。

２ 登記名義人の相続についての付記登記（順位２番付記１号）及び第一次相続人の相続についての付記登記（順位２番付
記１号の付記１号）には、同一の受付年月日・受付番号を記録する。

(2) 申出人が登記名義人の第三次相続人であり、相続人申出等情報の内容とすべき第一次相続人及び第二
次相続人がそれぞれ一人の場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
の付記１号 第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丙 某

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
の付記１号 第何号 相続開始年月日 令和何年何月何日
の付記１号 丙某の相続人として申出があった者 何市何町

何番地
丁 某

（注）１ ①登記名義人（甲某）についての相続により第一次相続人（乙某ほか）が所有権を取得し、②当該相続により乙某が取
得した所有権を乙某についての相続により第二次相続人（丙某ほか）が取得し、③当該相続により丙某が取得した所有権
を丙某についての相続により第三次相続人（丁某ほか）が取得した場合において、第三次相続人丁某による相続人申出が
あった場合の記録例である。

２ 登記名義人の相続についての付記登記（順位２番付記１号）、第一次相続人の相続についての付記登記（順位２番付記
１号の付記１号）及び第二次相続人の相続についての付記登記（順位２番付記１号の付記１号の付記１号）には、同一の
受付年月日・受付番号を記録する。
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(3) 申出人が登記名義人の第一次相続人かつ第二次相続人かつ第三次相続人である場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者
何市何町何番地
乙 某
何市何町何番地
丙 某
何市何町何番地
丁 某

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
の付記１号 第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者
何市何町何番地
丙 某
何市何町何番地
丁 某

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
の付記１号 第何号 相続開始年月日 令和何年何月何日
の付記１号 丙某の相続人として申出があった者 何市何町

何番地
丁 某

（注）１ ①登記名義人（甲某）についての相続により第一次相続人（乙某、丙某、丁某ほか）が所有権を取得し、②当該相続に
より乙某が取得した所有権を乙某についての相続により第二次相続人（丙某、丁某ほか）が所有権を取得し、③当該相続
及び①の相続により丙某が取得した所有権を丙某についての相続により第三次相続人（丁某ほか）が取得した場合におい
て、丁某による相続人申出があった場合の記録例である。
なお、この場合における丁某が丙某の相続人である旨の申出があった旨の記録は、丙某が最後に所有権を取得した際の

相続に係る付記登記（順位２番付記１号の付記１号）に付記することで足り、それ以前の相続に係る付記登記（順位２番
付記１号）に付記することを要しない。

２ 登記名義人の相続についての付記登記（順位２番付記１号）、第一次相続人の相続についての付記登記（順位２番付記
１号の付記１号）及び第二次相続人の相続についての付記登記（順位２番付記１号の付記１号の付記１号）には、同一の
受付年月日・受付番号を記録する。
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(4) 申出人が登記名義人の第二次相続人であり、他の第二次相続人による相続人申出により第一次相続人
の氏名等が既に所有権の登記に付記されている場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
の付記１号 第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丙 某

付記１号 相続人申告 令和８年何月何日 原因 令和８年何月何日申出
の付記２号 第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丁 某

（注） ①登記名義人（甲某）についての相続により第一次相続人（乙某ほか）が所有権を取得し、②当該相続により乙某が取得し
た所有権を乙某についての相続により第二次相続人（丙某、丁某ほか）が取得した場合において、令和６年何月何日の丙某に
よる相続人申出に係る登記の後、令和８年何月何日に丁某による相続人申出があった場合の記録例である（規則第１５８条の
２３第１項第５号括弧書き参照）。

(5) 申出人が登記名義人の第二次相続人であり、第一次相続人による相続人申出により当該第一次相続人
の氏名等が既に所有権の登記に付記されている場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 相続人申告 令和８年何月何日 原因 令和８年何月何日申出
の付記１号 第何号 相続開始年月日 令和何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丙 某

（注） 登記名義人（甲某）についての相続により第一次相続人（乙某ほか）が所有権を取得し、令和６年何月何日の乙某による相
続人申出に係る登記の後、当該相続により乙某が取得した所有権を乙某についての相続により第二次相続人（丙某ほか）が取
得した場合において、令和８年何月何日に丙某による相続人申出があった場合の記録例である（規則第１５８条の２３第１項
第５号括弧書き参照）。
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(6) 申出人が登記名義人の第二次相続人であり、既に第一次相続人による相続人申出及び住所の変更の申
出に係る記録が所有権の登記に付記されている場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 ２番付記１号名義人住所変更 令和８年何月何日 原因 令和７年何月何日住所移転
の付記１号 第何号 住所 何市何町何番地

付記１号 相続人申告 令和１０年何月何日 原因 令和１０年何月何日申出
の付記２号 第何号 相続開始年月日 令和何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丙 某

（注） 登記名義人（甲某）についての相続により第一次相続人（乙某ほか）が所有権を取得し、令和６年何月何日の乙某による相
続人申出に係る登記及び令和８年何月何日の住所の変更の申出に係る登記の後、当該相続により乙某が取得した所有権を乙某
についての相続により第二次相続人（丙某ほか）が取得した場合において、令和１０年何月何日に丙某による相続人申出があ
った場合の記録例である。

(7) 申出人が共有者の一人の第二次相続人であり、第一次相続人による相続人申出により当該第一次相続
人の氏名等が既に所有権の登記に付記されており、また、他の共有者の相続人による相続人申出によ
り当該相続人の氏名等が既に所有権の登記に付記されている場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
Ａ
何市何町何番地
２分の１
Ｂ

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

Ａの相続人として申出があった者 何市何町何
番地
Ｃ

付記１号 相続人申告 令和１０年何月何日 原因 令和１０年何月何日申出
の付記１号 第何号 相続開始年月日 令和何年何月何日

Ｃの相続人として申出があった者 何市何町何
番地
甲 某

付記２号 相続人申告 令和８年何月何日 原因 令和８年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

Ｂの相続人として申出があった者 何市何町何
番地
Ｄ

（注）１ ①共有者の一人（Ａ）についての相続により第一次相続人（Ｃほか）が所有権を取得し、②他の共有者（Ｂ）について
の相続により相続人（Ｄほか）が所有権を取得し、令和６年何月何日のＣによる相続人申出に係る登記及び令和８年何月
何日のＤによる相続人申出に係る登記の後、Ｃについて相続が開始し、当該相続により①の相続によりＣが取得した所有
権を第二次相続人（甲某ほか）が取得した場合において、令和１０年何月何日に甲某による相続人申出があった場合の記
録例である（規則第１５８条の２３第１項第５号括弧書き参照）。

２ Ｄについて相続が開始した場合におけるＤの相続人による相続人申出があった場合の相続人申告事項は、順位２番付記
２号の付記１号に記録する。
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３ 相続人申告登記の後に所有権の移転の登記の申請があった場合
(1) 前所有者が単有の場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

３ 所有権移転 令和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日相続
第何号 所有者 何市何町何番地

丙 某

（注） 所有権の移転の登記の前にされた付記登記（順位２番付記１号）について、職権による抹消は行わない。なお、当該所有権
の移転の登記により当該付記登記に係る主登記（順位２番）が現に効力を有するものではなくなるため、当該付記登記は現在
事項証明書の記載事項ではない。

(2) 前所有者が共有の場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
Ａ
何市何町何番地
２分の１
Ｂ

付記１号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

Ａの相続人として申出があった者 何市何町何
番地
Ｃ

付記２号 相続人申告 令和何年何月何日 原因 令和何年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

Ｂの相続人として申出があった者 何市何町何
番地
Ｄ

３ Ａ持分全部移転 令和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日相続
第何号 共有者 何市何町何番地

持分２分の１
甲 某

（注） 所有権の移転の登記の前にされた付記登記（順位２番付記１号）について、職権による抹消は行わない。なお、当該所有権
の移転の登記の後も、当該付記登記に係る主登記（順位２番）は現に効力を有するため、前記(1)と異なり、当該付記登記は
現在事項証明書の記載事項となる。
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４ 相続人申告登記のある土地の合筆の登記をする場合
(1) 甲土地と乙土地の相続人申告事項が同一の場合（国土調査の成果により、甲土地に乙土地を合筆する
場合の例）

（甲土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

（乙土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

５ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

（合筆後の甲土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

３ 合併による所有権登記 余 白 所有者 何市何町何番地
甲 某

令和１０年何月何日登記

付記１号 相続人申告 余 白 相続開始年月日 昭和何年何月何日
甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

令和１０年何月何日付記

（注）１ 合筆後の甲土地の付記登記（順位３番付記１号）について、登記原因及びその日付は記録しない。
２ 合併前にされた甲土地の付記登記（順位２番付記１号）について、職権による抹消は行わない。
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(2) 甲土地と乙土地の相続人申告事項が相違する場合（国土調査の成果により、甲土地に乙土地を合筆す
る場合の例）

（甲土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

（乙土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

５ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和８年何月何日 原因 令和８年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丙 某

（合筆後の甲土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

３ 合併による所有権登記 余 白 所有者 何市何町何番地
甲 某

令和１０年何月何日登記

付記１号 相続人申告 余 白 相続開始年月日 昭和何年何月何日
甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

令和１０年何月何日付記

付記２号 相続人申告 余 白 相続開始年月日 昭和何年何月何日
甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丙 某

令和１０年何月何日付記

（注）１ 合筆後の甲土地の付記登記（順位３番付記１号及び順位３番付記２号）について、登記原因及びその日付は記録しない。
また、合併前にされた甲土地及び乙土地の付記登記に係る受付番号の順序で付記する。

２ 合併前にされた甲土地の付記登記（順位２番付記１号）について、職権による抹消は行わない。



- 12 -

(3) 甲土地のみに相続人申告登記がある場合（国土調査の成果により、甲土地に乙土地を合筆する場合の
例）

（甲土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

（乙土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

５ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

（合筆後の甲土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

３ 合併による所有権登記 余 白 所有者 何市何町何番地
甲 某

令和１０年何月何日登記

付記１号 相続人申告 余 白 相続開始年月日 昭和何年何月何日
甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

令和１０年何月何日付記

（注）１ 合筆後の甲土地の付記登記（順位３番付記１号）について、登記原因及びその日付は記録しない。
２ 合併前にされた甲土地の付記登記（順位２番付記１号）について、職権による抹消は行わない。
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(4) 乙土地のみに相続人申告登記がある場合（国土調査の成果により、甲土地に乙土地を合筆する場合の
例）

（甲土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

（乙土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

５ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

（合筆後の甲土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

３ 合併による所有権登記 余 白 所有者 何市何町何番地
甲 某

令和１０年何月何日登記

付記１号 相続人申告 余 白 相続開始年月日 昭和何年何月何日
甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

令和１０年何月何日付記

（注） 合筆後の甲土地の付記登記（順位３番付記１号）について、登記原因及びその日付は記録しない。
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５ 相続人申告登記のある土地の分筆の登記をする場合
(1) 甲土地が単有の場合（甲土地から乙土地を分筆する場合）

（甲土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

（乙土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某
順位２番の登記を転写
令和１０年何月何日受付
第何号

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

順位２番付記１号の登記を転写
令和１０年何月何日受付
第何号
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(2) 甲土地が共有の場合（甲土地から乙土地を分筆する場合）
（甲土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丙 某

付記２号 相続人申告 令和８年何月何日 原因 令和８年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丁 某

（乙土地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

順位２番の登記を転写
令和１０年何月何日受付
第何号

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丙 某

順位２番付記１号の登記を転写
令和１０年何月何日受付
第何号

付記２号 相続人申告 令和８年何月何日 原因 令和８年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
丁 某

順位２番付記２号の登記を転写
令和１０年何月何日受付
第何号
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別紙２

相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記に関する登記の記録例

１ 相続人申告名義人の氏名の変更の申出があった場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 ２番付記１号名義人氏名変更 令和８年何月何日 原因 令和７年何月何日氏名変更
の付記１号 第何号 氏名 丙 某

（注）１ 登記原因は、婚姻、離婚等その原因が何であっても「氏名変更」とする。
２ 変更前の氏名を抹消する記号（下線）を記録する。

２ 相続人申告名義人の住所の変更の申出があった場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 ２番付記１号名義人住所変更 令和８年何月何日 原因 令和７年何月何日住所移転
の付記１号 第何号 住所 何市何町何番地

（注） 変更前の住所を抹消する記号（下線）を記録する。

３ 相続人申告名義人の氏名及び住所の変更の申出があった場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 ２番付記１号名義人住所、氏名変更 令和８年何月何日 原因 令和７年何月何日氏名変更
の付記１号 第何号 令和７年何月何日住所移転

氏名住所 何市何町何番地
丙 某

（注） 変更前の氏名及び住所を抹消する記号（下線）を記録する。
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４ 相続人申告名義人の氏名の更正及び住所の変更の申出があった場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 ２番付記１号名義人住所、氏名変 令和８年何月何日 原因 錯誤、令和７年何月何日住所移転
の付記１号 更、更正 第何号 氏名住所 何市何町何番地

丙 某

（注） 更正前の氏名及び変更前の住所を抹消する記号（下線）を記録する。

５ 相続人申告名義人の氏名の更正の申出があった場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 ２番付記１号名義人氏名更正 令和８年何月何日 原因 錯誤
の付記１号 第何号 氏名 丙 某

（注） 更正前の氏名を抹消する記号（下線）を記録する。

６ 複数人による相続人申出をした相続人申告名義人の一人から住所の更正の申出があった場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者
何市何町何番地
乙 某
何市何町何番地
丙 某

付記１号 ２番付記１号名義人住所更正 令和８年何月何日 原因 錯誤
の付記１号 第何号 乙某の住所 何市何町何番地

（注） 更正前の住所を抹消する記号（下線）を記録する。
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７ 相続人申告名義人の住所及び氏名の更正の申出があった場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 ２番付記１号名義人住所、氏名更正 令和８年何月何日 原因 錯誤
の付記１号 第何号 氏名住所 何市何町何番地

丙 某

（注） 更正前の住所及び氏名を抹消する記号（下線）を記録する。

８ 相続人申告名義人の住所の変更の登記後に住所の変更の申出があった場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 ２番付記１号名義人住所変更 令和８年何月何日 原因 令和７年何月何日住所移転
の付記１号 第何号 住所 何市何町何番地

付記１号 ２番付記１号名義人住所変更 令和１０年何月何日 原因 令和９年何月何日住所移転
の付記２号 第何号 住所 何市何町何番地

（注） 変更前の住所を抹消する記号（下線）を記録する。

９ 相続人申告名義人の住所の表示に錯誤があり、その後住所移転により住所が変更している場合の申出が
あった場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 ２番付記１号名義人住所変更 令和８年何月何日 原因 錯誤、令和７年何月何日住所移転
の付記１号 第何号 住所 何市何町何番地

（注） 変更前の住所を抹消する記号（下線）を記録する。
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１０ 相続開始年月日の更正の申出があった場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

付記１号 ２番付記１号相続人申告事項更正 令和８年何月何日 原因 錯誤
の付記１号 第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

（注） 更正前の相続開始年月日を抹消する記号（下線）を記録する。
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別紙３

相続人申告登記の抹消に関する記録例

１ 相続人が単独でした相続人申出に係る相続人申告登記の抹消の申出があった場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者 何市何町
何番地
乙 某

３ ２番付記１号名義人抹消 令和８年何月何日 原因 令和８年何月何日乙某の申出
第何号

２ 相続人が複数人でした相続人申出に係る相続人申告登記の一部についての抹消の申出があった場合
(1) 当該抹消後も当該相続人申告登記に抹消されていない記録があるとき

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者
何市何町何番地
乙 某
何市何町何番地
丙 某

３ ２番付記１号名義人一部抹消 令和８年何月何日 原因 令和８年何月何日乙某の申出
第何号

(2) 当該抹消により当該相続人申告登記の記録の全てが抹消されるとき

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者
何市何町何番地
乙 某
何市何町何番地
丙 某

３ ２番付記１号名義人一部抹消 令和８年何月何日 原因 令和８年何月何日乙某の申出
第何号

４ ２番付記１号名義人抹消 令和１０年何月何日 原因 令和１０年何月何日丙某の申出
第何号
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３ 登記名義人の第一次相続人、第二次相続人及び第三次相続人として付記されている相続人申告名義人に
係る相続人申告登記の抹消の申出があった場合

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
第何号 相続開始年月日 昭和何年何月何日

甲某の相続人として申出があった者
何市何町何番地
乙 某
何市何町何番地
丙 某
何市何町何番地
丁 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
の付記１号 第何号 相続開始年月日 平成何年何月何日

乙某の相続人として申出があった者
何市何町何番地
丙 某
何市何町何番地
丁 某

付記１号 相続人申告 令和６年何月何日 原因 令和６年何月何日申出
の付記１号 第何号 相続開始年月日 令和何年何月何日
の付記１号 丙某の相続人として申出があった者 何市何町

何番地
丁 某

３ ２番付記１号、２番付記１号の付記 令和８年何月何日 原因 令和８年何月何日丁某の申出
１号名義人一部抹消 第何号

４ ２番付記１号の付記１号の付記１号 令和８年何月何日 原因 令和８年何月何日丁某の申出
名義人抹消 第何号

（注） 一部抹消の登記と全部抹消の登記は、それぞれ異なる順位番号を記録する。



別記様式 

申出に基づく職権登記完了通知 

 

次の申出に基づく職権登記が完了したことを通知します。 

申出受付年月日  

申出受付番号  

登記の目的  

不動産   

 

以上 

年  月  日 

法務局            出張所 

登記官 
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